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建築基準法（以下「法」という。）第４３条の規定により、建築物の敷地は道路（法第４２条に基づく道

路以下「道路」という。）に２ｍ以上接していなければ建築ができません。 

道路に接していない敷地でも一定の条件を満たし、特定行政庁（世田谷区長）が交通上、安全上、防火

上、衛生上支障がないと認め認定又は許可されたものについては特例として建築することができます。 

建築計画によっては、別途条件を付加する場合等がありますので、建築計画の際には事前にご相談くだ

さい。 

●

世田谷区では、法第４３条第２項第一号（認定）及び法第４３条第２項第二号（許可）について基準

を定めています（区ホームページ参照）。 

 

 

 

 

敷地や建築物等の条件については、建築調整課許可・認定担当までご相談ください。 

以下に、敷地条件の基本的な内容をお示しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①道路と敷地の間に水路等がある ②道路ではないが地方公共団体が管理する幅

員 4ｍ以上の通路がある 

③現況幅員２．７ｍ以上の通路があり、かつ幅員

４ｍ以上の通路協定がある 

④有効幅員が１．８ｍ以上２ｍ未満で道路に

接している 

世田谷区 建築 法４３条 検索 

二次元コード 
世田谷区ホームページ 検索ワード 

道路に接していない敷地での建築について 

世田谷区ホームページ 検索ナンバー 

世田谷区 3841 検索 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路に接道していない又は、接

道長さ２ｍ未満である。 

現地調査・回答 

許 可 

確 認 申 請 へ 

建
築
計
画
、
通
路
協
定
の
締
結
、
各
種
条
例
・
要
綱
の

手
続
き
に
よ
り
長
期
に
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

許可の場合 認定の場合 

現
地
調
査
含
め
て

概
ね
２
週
間 

１
ヶ
月 

消
防
同
意
含
め
て
３
週
間 

２
～
３
週
間 

建
築
計
画
・
各
種
条
例
・
要
綱
の
手
続
き
に
よ

り
長
期
に
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

都市整備政策部 建築調整課 許可・認定担当  

〒158-0094 世田谷区玉川 1-20-1 二子玉川分庁舎 電話 03-6432-7163 ファクシミリ 03-6432-7985 

建築審査会（月１回の開催） 

認 定 

道路種別及び接道長について確認 

道路種別等→建築安全課建築線・狭あい整備 

区道・水路等→道路管理課 

接道長→建築審査課建築審査 

事 前 相 談 

調査依頼書の提出 

各種条例・要綱に基づく届出・協議 

事前審査資料提出 

許 可 申 請 

各種条例・要綱に基づく届出・協議 

事前審査資料提出 

通路協定の締結 

 

※手続等に要する期間は目安です。 

認 定 申 請 

※調査依頼書に必要な書類 

 ① 案内図 

 ② 現況の測量図 

 ③ 公図の写し 

 ④ 登記事項証明書の写し 


